
 

 

埼玉県教育委員会では、次世代育成支援の観点を踏まえ、子を安心して産み、

育てられる職場環境づくりのため、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいます。

この取組においては、学校職員が妊娠、出産、子育てに係る休暇制度等をきちん

と理解するとともに、それらの制度を利用しやすい職場環境をつくっていくこと

が重要です。 

 このハンドブックは、学校職員が、妊娠、出産、子育てに係る休暇制度等につ

いて、手軽に知ることができるよう、分かりやすくまとめたものです。 

 各学校において、有効に活用してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課 

令和７年度版 

子育て応援ハンドブック 

 こ の ハ ンド ブ ッ ク は 出 産・育 児 に 係る 休 暇 等 の 制 度 の う ち 、代 表 的 な も の の み 掲 載し て

お り ま す 。詳 し い 内 容 に つ い て は 、各 学 校 の 管 理 職 ま で お 問い 合 わ せ く だ さ い 。  

埼玉県マスコット コバトン 
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１ 子供の年齢に応じた休暇制度 

 (1) 女性職員の場合 
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ア 通院休暇 有給 通院１回に１日の範囲内（必要な時間分） 

   母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合に取得できます。 

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から満３５週までは２週間に

１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に１回、産後１年まではその間に１回

です。 

  

イ 妊娠障害休暇 有給 １４日の範囲内 

   妊娠に起因するつわり等の障害のため、勤務することが著しく困難な場合に取

得できます。障害の事実があれば産前休暇に連続して取得することもできます。 

   

ウ 通勤緩和休暇 有給 １日を通じて１時間を超えない範囲 

   母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を

利用して通勤する場合に取得できます。 

  

エ 出産休暇（産前・産後） 有給  

   出産予定日の６週間前（多胎妊娠の場合は１４週間前）から、出産日の翌日か

ら８週間を経過するまでの間、取得できます。ただし、学校職員から請求があり、

任命権者が特に必要と認めるときは、２週間の範囲内の期間を加算した期間とな

ります。（産前・産後に分割して取得することもできます。） 

出産予定日が出産日と異なった場合は、出産日までが産前休暇、出産日の翌日

からが産後休暇となります。 

 

オ 子育て休暇 有給 ７日（取得単位は１日、1 時間又は３０分） 

義務教育終了前の子供を養育する場合に取得できます。ただし、義務教育終了

前の子が２人以上の場合は１０日です。 

・  怪我や病気の看護を行う場合。 

・  子供に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合。 

・  子供に健康診査、健康診断又は予防接種(*)を受けさせる際の付添いを行う場

合。 
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・  子供の学校行事 （入学（園）式、卒業（園）式、授業（保育）参観（運動会、

学芸会等）、家庭訪問、保護者説明会（保護者面談を含む。）、引渡し訓練(*)及

びＰＴＡ等の団体が学校等と連携・協働して行う登下校の見守り活動）に出席

する場合。ただし、高等学校又は教育委員会が実施する行事については、保護

者説明会に限ります。 

・  子（中学生年代の子にあっては、特別支援学校又は特別支援学級に在籍する者

に限る。）が在籍する学校等の全部又は一部が感染症の予防上必要があること

又は災害その他急迫の事情があることにより臨時休業となり、その子の世話を

行う必要がある場合。 

＊健康診査、健康診断又は予防接種については、法定のものだけでなく任意の

ものも対象です。 

＊地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子

が在籍する学校等から保護者へ引渡しが要請されている場合も対象です。 

 

カ 短期介護休暇 有給 ５日（取得単位は１日、１時間又は３０分）（１月～１２月） 

子供についても１週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある場合には、

取得できます。ただし、介護の対象者が２人以上の場合は１０日です。 

 

 (2) 男性職員の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 出産補助休暇 有給 ３日（取得単位は１日、１時間又は３０分） 

 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後２週間を経過する日まで。入退院・

出産時の付添いや、子の出生届提出などのために取得できます。 

 

イ 男性職員の育児参加のための休暇 有給 ５日（取得単位は１日、１時間又は

３０分） 

 妻の産前・産後期間（出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前か

ら出産の日以後１年を経過する日までの期間）に取得できます。小学校就学前の

子がいる場合は産前・産後期間に、いない場合は産後期間のみとなります。子の

保育所への送迎や、生まれてきた子の養育などのために取得できます。 

  

ウ 子育て休暇（女性の場合と同様） 

 

エ 短期介護休暇（女性の場合と同様） 

出産補助休暇 （入院等の日から産後２週間）
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２ 育児休業 無給（共済組合から給付金あり） 

  育児休業は、３歳の誕生日の前日まで原則２回まで取得することができます。ま

た、男女問わず取得できます。 

   

 (1) 育児休業の取得パターンについて 

【例１】配偶者が育児できる場合 

本人 育児休業等   

配偶者    育児休業等 

    

本人 育児休業   

配偶者  （在家庭で育児） 

    

本人 育児休業  育児休業 

配偶者    育児休業等 

＊配偶者が育児休業、部分休業又は育児短時間勤務を取得している場合や、専業

主婦（夫）である場合にも育児休業等をすることが可能 

＊２回に分けて取得することも可能 

 

 (2) 男性職員の育児休業取得 

   男性職員の育児休業については女性職員と比べ取得状況が低いことから、取得

促進の取組を行なっているところです。以下に男性職員の育児休業の取得の例を

挙げますので、参考にしてください。 

 

【例２】妻の産後休暇期間中に育児休業を取得する場合 

夫  育児休業     

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業 

 

夫  育児休業 

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業  

＊男性職員は、妻の出産日以後５７日間（産後休暇中）の間、子の養育のための

育児休業（いわゆる「産後パパ育休」）を取得することができます。 

 

 

時間単位の休暇取得について 

子育て休暇、短期介護休暇、出産補助休暇及び男性職員の育児参加のための

休暇については、休暇の残日数の全てを使用する場合、当該残日数に３０分

未満の端数まで、全てを使用することができます。 

【例】子育て休暇（７日）の場合 

１日 １日 １日 １日 １日 １日 ３時間 ４時間 ４ ５ 分  

 ※６日と７時間取得した場合、残日数（４５分）の全てを取得可能 
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【例３】妻の産前・産後休暇期間中に育児休業を取得する場合 

夫 育児休業     

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業 

 
 

夫 育児休業 

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業  

＊第２子以降の出生に際して、当該出産に係る子以外の子が３歳未満の場合は、

出産予定日の６週間前から（産前休暇中）についても育児休業を取得すること

ができます。 

 

【例４】妻の出産日以後５７日間以内に育児休業を取得した場合     

夫  育児休業   

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業   

  

産前・産後休暇は、母性保護の観点から設けられた制度であり、子を養育す
るための育児休業とは、性質を異にするものです。特に、産後８週間の期間は、
女性が出産後の母体の回復と乳児の世話で、肉体的にも精神的にも負担が大きい
ことから、配偶者がそれを分かち合うことが重要です。 

国でも、この期間の育児休業を「産後パパ育休」の通称で呼び、取得促進を
呼びかけています。 

   

【例５】妻の出産日以後５７日間以内とその後に育児休業を取得した場合     

夫  育児休業   育児休業  

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業   

 

夫  育休１  育休２   育休１  育休２ 

妻 産前６週間  産後８週間 育児休業 

＊妻の出産日以後５７日間以内にする育児休業（「産後パパ育休」）を取得した男

性職員については、「産後パパ育休」とは別に、育児休業を取得することがで

きます。「産後パパ育休」も２回まで取得することができます。 

 

３ 育児短時間勤務 勤務時間に応じた額 

育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまで取得することができます。 

勤務時間・形態は、下表のとおりです。 

１週間の勤務時間数 勤務形態 

１９時間２５分 ７時間４５分×２日＋３時間５５分×１日 

１９時間３５分 ３時間５５分×５日 

２３時間１５分 ７時間４５分×３日 

２４時間３５分 ４時間５５分×５日 

＊育児短時間勤務をしている職員は、部分休業を取得することはできません。 

＊配偶者が育児休業等（育児休業、部分休業、育児短時間勤務）をしている場合で

も、取得できます（上記２（１）【例１】参照）。 
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４ 部分休業 取得した時間分減額 １日を通じて２時間（３０分単位） 

部分休業は、１日の勤務時間の始め又は終わりにおいて２時間の範囲内で、小学

校就学の始期まで認められます。また、育児休暇の承認を受けている場合は、育児

休暇と部分休業を併せて、１日２時間以内となります。 

 

５ 育児休暇 有給 １日を通して９０分の範囲内 

育児休暇は、１歳６ヶ月未満（教育委員会が特に必要と認めるときは２歳未満）

の子の保育のために必要と認められる授乳や保育園の送迎を行う場合に取得できま

す。夫婦で取得することもできます。 

 例１）職員と配偶者が同時に勤務開始時間から９０分を取得 

 例２）職員が勤務時間開始から９０分、配偶者が勤務時間終了から９０分を取得 

なお、育児短時間勤務をしている職員も取得できますが、その場合、対象となる

子は１歳未満、１日の勤務時間が４時間以下の日は３０分（１日１回）、４時間を超

える勤務の日は６０分（１日２回に分割可能）の範囲内となります。 

 

６ 妊娠教職員勤務軽減措置 

  妊娠教職員については、教育水準の維持及び妊娠教職員の母体保護を目的として、

妊娠教職員の業務を担当させるための非常勤講師などの会計年度任用職員を配置す

ることができます。 

  なお、非常勤講師などの会計年度任用職員を配当する期間は、産前休暇（連続す

る妊娠障害休暇、産前加算休暇）開始日の前日までの期間とし、妊娠教職員の申請

に基づき決定します。 

  対象となる妊娠教職員及び非常勤講師などの会計年度任用職員の勤務時間等につ

いては、下表のとおりです。 

対象となる妊娠教職員 
非常勤講師などの会計年度任用職員

の勤務時間等 

【 ※ １高等学校】 

①保健体育、農業、工業、看護及び福祉を担当す

る ※ ２妊娠教員 

②農業、工業、看護及び福祉を担当する妊娠実習

教諭及び妊娠実習助手 

①、②とも、週２回、８時間の範囲内 

（体育、農業、工業、看護及び福祉の

授業を担当） 

【特別支援学校】 

①体育等を担当する ※ ２妊娠教員 

②妊娠実習教諭、妊娠実習助手、妊娠技能職員 

 （介助職）及び妊娠寄宿舎指導員 

①については週２回、８時間を限度 

 （体育等の授業を担当） 

②については週２回、１回４時間、週

８時間の範囲内 

【 ※ １高等学校、特別支援学校共通】 

※ ２妊娠養護教員 

４月から７月の繁忙期で、 

一週間につき２０時間以下  
  ※１ 「高等学校」については、伊奈学園中学校の保健体育の妊娠教員及び妊娠

養護教員も適用されます。 

  ※２ 教諭の他、助教諭、主幹教諭、養護助教諭等が含まれます。 

 

７ フレックスタイム制 

  校務の正常な運営を妨げないと認められる場合であることを前提に、職員の申告

を考慮して、通常の勤務時間以外の時間に変更することができます。 

  変更する期間の単位（単位期間）は、１、２、３及び４週間から選択できます。 
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  単位期間内の総勤務時間数（１週間の場合３８時間４５分、４週間の場合１５５ 

時間等）は変わらないように勤務時間の申告を行います。 

勤務時間を割り振ることができる時間帯（フレキシブルタイム）は、月～金曜日

の５：００～２２：００の範囲内です。また、職員全員が勤務しなければならない

時間帯（コアタイム）は、９：００～１６：００のうち、２時間～４時間の間で学

校ごとに設定されます。 

単位期間開始日から１週間ごとに１日を限度に土曜日、日曜日以外に勤務時間を

割り振らない日を設けることができます。 

以下に例を挙げますので参考にしてください。 

 

【例１】１日の勤務時間は変更せず、始業時刻及び終業時刻のみ変更する場合 
7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

日 月 火 水 木 金 土

週
休
日

週
休
日

17:30

17:00（定時）

9:00

8:30（定時）  
 

【例２】４週間の中で勤務時間を弾力的に割り振る場合 

30時間 30時間
45時間 50時間

0

20

40

60

第１週 第２週 第３週 第４週

 
  第２週３０時間勤務 

曜日 月 火 水 木 金 

勤務時間 
(通常８：３０～ 

 １７：００) 

 ９：００ 

～ 

１５：００ 

９：００ 

～ 

１７：００ 

 ９：００ 

～ 

１５：００ 

 ９：００ 

～ 

１７：００ 

 ９：００ 

～ 

１４：４５ 

（合計３０時間）（５時間１５分）（７時間１５分）（５時間１５分）（７時間１５分）  （５時間） 

 

【例３】週休日のほかに勤務時間を割り振らない日を設ける場合 

8:45 8:45
7:45

8:45 8:30 8:45 8:45 8:45 8:45

0

5

10

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

勤
務
を
割
り
振
ら
な
い
日

第１週 第２週

 
※詳細は「フレックスタイム制の運用の手引（令和７年４月）」をご確認ください。 

～共済組合・互助会から主にこのような給付等が受けられます～ 
詳しくは各学校の管理職若しくは担当の事務職員へお問い合わせください。 

（毎年配布される「福利のしおり」 ※ にも掲載されています。） 
 ※令和７年度版は、５ 月上旬に配布予定  

○  出 産 費 （ 共 ・ 互 ）、 家 族 出 産 費 （ 共 ・ 互 ）、 育 児 休 業 手 当 金 （ 共 ）、 出 産 貸 付 （ 共 ）  

例えば、毎朝の子の送迎に加えて、当該

週の月、水、金曜日に子の通院の送迎を

する場合などに、このような勤務時間と

することができます。 

例えば、定期的な通院を要する子を養育

する事務職員が、月に２回水曜日に通院

の付添いをする場合に、他の曜日の勤務

時間を長く設定し、水曜日を勤務を割り

振らない日にできます。 

例えば、毎朝子を保育園に送ってから出

勤する場合などに、このような勤務時間

とすることができます。 


